
１人当たり国保事業費納付金等の状況

【留意事項】

令和６年度
令和７年度
確定係数

○   （収納率）調整後の
　 標準保険料率の算定
　 に必要な保険料総額
　 の算定

令和６年度
令和７年度
確定係数

納付金額
（千円）

１人当たり
納付金（円）

納付金額
（千円）

１人当たり
納付金（円）

高松市 10,046,629 172,855 10,299,099 182,354 142,257 147,762 155,829 161,860

丸亀市 2,725,967 165,593 2,739,914 173,823 市町ごとに納付金に加算 134,422 143,855 143,614 154,021

坂出市 1,171,242 161,242 1,175,486 168,389 128,164 132,561 139,704 143,231

善通寺市 750,362 163,905 785,980 171,689 132,026 144,909 140,260 153,946

観音寺市 1,557,617 169,565 1,566,457 177,523 142,177 145,366 152,420 154,858

さぬき市 1,149,971 156,590 1,152,653 163,388 134,585 140,861 140,486 147,038

東かがわ市 750,254 156,810 754,392 163,317 125,979 132,507 132,471 139,100

三豊市 1,595,732 162,737 1,564,424 168,368 131,874 140,051 138,611 146,435

土庄町 371,019 155,465 381,068 163,335 市町ごとに納付金から減算 147,962 150,928 153,138 156,240

三木町 724,867 166,376 712,971 174,522 136,838 145,446 141,596 151,727

直島町 77,667 187,935 71,599 184,443 148,415 123,705 152,002 126,694

宇多津町 382,936 166,959 399,001 176,670 141,911 151,081 153,301 163,809

琴平町 194,053 151,116 202,651 157,132 122,887 130,475 129,573 137,575

多度津町 533,635 159,675 530,011 168,045 134,237 142,157 146,371 154,384

まんのう町 451,822 160,026 477,557 165,435 125,101 129,577 126,890 132,033

小豆島町 359,204 146,057 365,687 152,584 138,282 137,937 145,041 144,679

綾川町 620,206 169,249 609,924 175,348 135,068 142,941 139,778 147,925

合計 23,463,183 163,139 23,788,873 175,123 137,594 143,891 147,892 154,550

１人当たり標準保険料率の
算定に必要な保険料総額（円）

（保険料軽減繰入前）

１人当たり（収納率）調整後の
標準保険料率の算定に必要な保

険料総額（円）
（保険料軽減繰入前）

・保健事業
・直診勘定繰出金
・出産育児育児一時金
 （法定繰入相当分）
・葬祭費（１件3万円超）
・条例減免
・特定健康診査等

市町ごとに標準保険料率の
算定に必要な保険料総額
を、標準的な収納率で割り
戻す。

・保険給付費等交付金（特
別交付金）（国・県）等
・国からの交付金
・保険者支援制度
・県繰入金（市町毎の事情
　による）
・特定健康診査負担金
・出産育児一時金（法定繰
　入分）
・過年度の保険料収入見
　込み

○　この資料における納付金額（※）は、標準保険料率の算出に用いた納付金額である。
　　　※医療分及び後期高齢者支援金分と介護第2号被保険者に係る介護納付金分の合算額

○　１人当たりの額は、医療分及び後期高齢者支援金分は全被保険者数で除したものと、介護納付金分は介護第2号被保険者数で除したものを合算したものである。

○　標準保険料率の算定に必要な保険料総額は、市町ごとの納付金に各種経費を加算、または各種公費等を減算したものを、１人当たりの金額で表示している。

○　（収納率）調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額は、標準保険料率の算定に必要な保険料総額を、市町ごとの標準的な収納率により割り戻し計算
　　を実施したものであり、市町村標準保険料率（第２期香川県国民健康保険運営方針の算定方式に基づくもの）を算出する際に用いる。

○   標準保険料率の算定
　 に必要な保険料総額の
　 算定

令和６年度
令和７年度
確定係数

令和６年度
第２回香川県国民健康保険運営協議会
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